
 

 

由仁町で宿泊事業を始める方は、各課への相談後に本リストへ担当者のサインをもらい、「消防

法令適合通知書」交付時に南空知消防組合由仁支署へ提出してください 。 

 

 

宿泊事業チェックリスト

届 出 施 設 名

 
届出施設住所

 
担 当 者 名

 
連 絡 先

 項目 内容 確認

 

①消防
消防用設備等の設置と各種届出の確認・

消防法令適合通知書発行の相談

□ 南空知消防組合由仁支署

 
日　付　　 ・　　・　　

 
受付者　　 　　　　　　

 

②ごみ
事業系ごみとしての処理方法、町独自の

ルールの確認

□ 住民課環境・交通担当

 
日　付　　 ・　　・　　

 
受付者　　　　　　　　 

 

③固定資産税 住宅の用途の確認

□ 住民課税務担当

 
日　付　　 ・　　・　　

 
受付者　　　　　　　　 

 

④水道料金 営業用への変更確認

□ 建設水道課上下水道担

当
 

日　付　　 ・　　・　　

 
受付者　　 　　　　　　

 

⑤上下水道設備
給水装置・排水設備の変更に伴う申請要

否の確認

□ 建設水道課上下水道担

当
 

日　付　　 ・　　・　　

 
受付者　　　　　　 　　


